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　これまでの地域づくりの試みは、新た
な課題の提起が時期的にズレていたこ
ともあって、冒頭で指摘したように、そ
れら相互の関連や一体的な取り組みに
欠ける面がありました。
　しかし、これまでに優れた「コミュニ
ティ(Community)づくり」の活動を展開
しているところでは、必ずといってよ
いほど市民の自発的な地域活動である
「ヴォランティア(Volunteer)活動」があ
り、「生涯学習(Life long  Integrated
Learning)活動」があるものです。それ
は、優れたヴォランティア活動、生涯学
習活動についても同様で、その活動が
優れたものであれば必ずといってよい
ほど他の活動を伴って展開されている
ものです。ただし、これまでのコミュニ
ティ(Community)づくり、ヴォランティ
ア(Vo l u n t e e r )活動、生涯学習(L i f e
long  Integrated  Learning)活動など
については用語自体が難しく、しかも
現状の改善をめざして将来のあるべき
姿を指していわれるものですから、そ
の内実を理解し、実行に移すのが容易
ではありませんでした。

■■■■■地域活動の課題地域活動の課題地域活動の課題地域活動の課題地域活動の課題
　先行の事例をみればすぐにわかるこ
とですが、実際に活動している市民た
ちは、それらやや困難と思われる活動
を何の気なしにというのでしょうか、
別個の活動として意識せずにやってい
ます。この活動はコミュニティ活動で、
あの活動がヴォランティア活動だ、そ
れは生涯学習活動です、というような
ことは、成果を挙げている地域ではほ
とんどありません。そうした事例では、
例えば生涯学習活動に限定していえば、
コミュニティづくりやヴォランティア
活動と一体的に取り組まれ、生涯(Life
l o n g )を通じて、家庭(Home )・学校
( S c h o o l )・社会( S o c i e t y )での学習
(Leaning)を「統合」(Integrated)したか
たちで、実行されていることがわかり
ます。
　それは、いま流行の「まちづくり」に
ついても同様で、これまでのそうした
コミュニティづくり、ヴォランティア
活動、生涯学習活動などと一体となっ
た「まちづくり」の活動が重要な意味を
もつわけで、それらが個々ばらばらに
取り組まれたとしても、住みよい地域
社会が形成されるわけではありません。
こうした個々ばらばらな取り組みが、
これまでの地域活動の大きな課題の一
つでした。

■地域活動の主体■地域活動の主体■地域活動の主体■地域活動の主体■地域活動の主体・・・・・担い手担い手担い手担い手担い手
　これまでの地域社会形成の試みのな
かでもう一つの大きな課題は、それら
の活動の主体といいますか、担い手が
誰であるのか、といった問題です。住民
なり市民の自発的な地域活動だから、
主体や担い手は住民や市民に他ならな
いといった表向きの論議は別にしても、
誰がそうした活動の中心的担い手であ
るのかについては、必ずしも十分な検
討がなされてはいませんでした。
　一般的には、小学校通学区を基本的
単位として、学区内に存在する町内会・
自治会などの連合組織がそれらの活動
の推進母体となって機能してきました。
だが、それらの地域住民組織の地域づ
くりの活動には、幾分古い運営体質が
残っており、地域福祉や環境保護と
いった特定のテーマに取り組む機能的
組織の活動などを取り込んで、コミュ
ニティづくり、ヴォランティア活動、生
涯学習活動などと一体となった「地域
づくりやまちづくり」の活動を展開す
ることはできませんでした。
　つまり、自立した市民の自発的な地
域活動を推進する組織としては十分に
機能することができなかったのです。
　改めて指摘するまでもありませんが、
そのような新しい地域社会づくりや新
しい地域システムを構築してゆくため
には、行政も企業も市民団体も、それぞ
れの立場で可能な対応努力が必要だと
思います。しかも、それら三者が対立す
るのではなく、それぞれが相互に対等
なパートナー・シップを発揮して、連携
してそうした課題に取り組むことが大
切なのです。
　幸いなことに、このような市民団体
の新しい地域社会づくりの活動を励ま
し支援する制度が、日本にも誕生しま
した。1998(平成 10)年３月に制定され
た「特定非営利活動促進法」（いわゆる
NPO法）がそれです。翌1999(平成11)年
の４月からは、同法に基づく「特定非営
利活動法人」（NPO法人）が実際の活動を
展開しており、相応の成果も生まれて
いるのです。
　私が代表を勤める茨城NPOセンター・
コモンズもそうした非営利活動を支援
するNPO法人として1999(平成11)年４
月から活動を進めています。

　次回からいよいよ本題にはいります。
テーマは、次のとおりです。ご期待くだ
さい。
　２　特定非営利活動法人・NPO(非営利
組織）の可能性
　　　　１）NPO（非営利組織）とは

これまでの地域社会形成の試みについて
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1944年 10月 14日生（56歳）
茨城大学　人文学部　社会科学科　教授

専門分野　地域社会論
茨城ＮＰＯセンター・コモンズ代表理事

【主な著書・論文等】
・企業城下町日立の「リストラ」（東信堂 .1993）
・茨城のすがお -その未来展望（文信堂 .1996）
・茨城を楽しむ30の方法（茨城新聞社 .1999）
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